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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信を利用した遠隔データセンタからの通信カードのID情報書換において、通信カ
ード搭載端末のバッテリー残量を検知する手段からのバッテリー残量情報が基準値以下の
場合、通信カードが電源異常信号を遠隔データセンタに出力する手段からの異常信号によ
り、無線回線によるID情報更新処理を初期段階で中止することを特徴とする通信カードの
ID情報書換方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信カードおよび無線通信端末の構成およびデータ更新方法に関し、特
に、無線通信カードおよび無線通信端末に内蔵されるデータ、ソフトウェアのダウンロー
ドおよび更新を行なうための構成およびデータ更新方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信カードには、識別のための番号等のID情報が書かれている。 
  このID情報は、例えばハード交換等により更新する必要が生じることがある。ID情報の
更新手順を、図１０を用いて説明する。
【０００３】
　図１０は、通信カードのID情報の基本的な更新手順を説明する図である。
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  図１０に示すように、ID情報の更新手順としては、まずカード制御ドライバ１01が、通
信カードのID情報202の更新を指示する(S4-02)。続いてカード制御ドライバ101により、
データセンタ3に対し、新ID情報を要求する(S4-03)。次にデータセンタ3は、新ID情報を
送信する(S4-04)。通信カードのマイコン201を経由して、通信カード内のID情報202が書
き換えられる(S4-05)。
【０００４】
　また、カード実装端末にソフトウェアをダウンロードする際は、以下のような手順とな
る。
  カード実装端末マイコン102が、端末ソフトウェア204の取得を指示する(S5-02)。カー
ド制御ドライバ101により、データセンタ3に対し、ダウンロードを要求する(S5-03)。デ
ータセンタ3は、ソフトウェアを送信する(S5-04)。カード実装端末のマイコン102を経由
して、ソフトウェア104が更新される(S5-05)。
　通信カードは実装時には既にその時点で本体のパワーマネージメントの管理下になり、
アプリケーションと連動して電源供給が制御される。通信途中で電圧低下により機能の継
続が不可となった場合にカードへの電流の供給およびアプリケーション動作を制御可能と
するための発明として、特許文献１に記載されたような技術がある。特許文献１では、バ
ッテリー残量の減少量い関するデータを、カードのコントロールドライバで検出し、カー
ドへの電流の供給およびアプリケーション動作を制御するようにしたものである。
【特許文献１】特開平７－１４２０６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　(1)上記のID情報更新中に、カード実装端末1のバッテリーが切れてしまった場合、通信
カード2への電源供給が途絶え、ID情報の更新が途中で終了し、不完全な状態となる。こ
のような状況に陥った場合には、再度電源を投入しても、それ以降、通信を行えなくなる
という問題が発生する。
  (2)また、端末ソフトウェアのダウンロード中に、バッテリーが切れてしまった場合、
未完のままダウンロードが終了してしまうことになり、バッテリー復旧後に再度ダウンロ
ードを最初から行わなくてはならなくなってしまい、非常に時間的にも効率が悪い。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、通信カードの内のID情報やファ
ームウェアを更新する際に、更新実施者に意識させることなく電源異常で更新が異常終了
し、以後の通信不可状態に陥ることを防止することを目的とする。また、通信カード搭載
端末内のソフトウェア更新時にもバッテリー状態を考慮することで、更新途中の電源供給
断を防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は、カード実装端末のバッテリー残量情報を利用し
、通信カードのID情報更新およびカード実装端末内のソフトウェア更新を行うか否かを判
断する機能を設ける。
これにより、上記(1)については、バッテリー残量がID情報更新途中で切れる可能性があ
れば、更新作業を実行しないことにより、ID情報破壊を防止する。
また、(2)では、バッテリー残量により、取得するソフトウェアのサイズから更新必要時
間を算出し、取得作業を開始するか否かを事前判断することにより、無駄な更新作業を発
生させないようにできる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、通信カードの内のID情報やファームウェアを更新する際に、電源異常
で更新が異常終了し、以後の通信不可状態に陥ることを防止できる。しかもその防止は、
更新実施者がカードの電源供給状態を意識することなく行われるので、有効性が高い。
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  また、通信カード搭載端末内のソフトウェア更新時にもバッテリー状態を考慮すること
で、更新途中の電源供給断による再更新作業を実施する必要が無くなり、時間の効率化が
図れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の通信カードと通信カード搭載端末の構成、バッテリー残量を利用した通信方法
の実施形態を、図面を用いて詳細に説明する。尚、同一のものを示す場合は、番号は同じ
とする。 
　図1は、本発明の一実施例における通信カードと通信カード搭載端末の構成図である。
  また、図2は図1の構成を使用した時の、ID情報書換手順を説明したものである。
  通信カード内のID情報更新する場合、以下の手順で行うものとする。 
　まず、カード制御ドライバ101が、通信カードのID情報202の更新を指示する(S40-02)。
ここで、カード制御ドライバ101は、マイコン102経由にてバッテリー105の残量情報デー
タ107を、残量監視デバイス106から取得する(S40-03)。
  カード制御ドライバ101は、この取得した残量情報データ107により、ID情報更新処理を
継続するか中止するか判定する。バッテリー残量が少なければ中止、多ければ継続とする
(S40-04)。中止の場合は、異常終了として終了(S40-05)。継続の場合は、以下に進む。
  カード制御ドライバ101により、データセンタ3に対し、新ID情報を要求する(S40-06)。
データセンタ3は、新ID情報を送信する(S40-07)。通信カードのマイコン201を経由して、
通信カード内のID情報202が書き換えられる(S40-08)。
 この方式により、ID情報更新中の電源供給停止による中途半端な書換状態となることを
防止して、通信不可能状態となることを防止できる。
【００１０】
　本方式は、通信カードのID情報更新だけでなく、通信カードのファームウェア更新にも
有効である。
【００１１】
　図3は、本発明の一実施例における通信カードと通信カード搭載端末の構成図である。
  また、図4は図3の構成を使用した時の、端末ソフトウェア更新手順を説明したものであ
る。
【００１２】
　端末のソフトウェアを更新あるいは取得する際する場合、以下の手順で行うものとする
。
  カード実装端末マイコン102が、端末ソフトウェア104の更新を指示する(S50-02)。ここ
で、カード実装端末マイコン102は、バッテリー105の残量情報データ107を、残量監視デ
バイス106から取得する(S50-03)。カード実装端末マイコン102は、この取得した残量情報
データ107により、端末ソフトウェア更新処理を継続するか、中止するか判定する(S50-04
)。この判定方法については、図5にて別途説明する。中止の場合は、異常終了として終了
(S50-05)。継続の場合は、以下に進む。
  カード制御ドライバ101により、データセンタ3に対し、端末新ソフトウェアを要求する
(S50-06)。データセンタ3は、端末新ソフトウェアを送信する(S50-07)。カード実装端末
のマイコン102は、取得した端末新ソフトウェアを更新する。(S50-08)。
【００１３】
　図5の処理継続判断処理について説明する。
  先ず、バッテリー残量を確認する(S501-2)。平行して、更新する端末ソフトウェアの容
量を確認する(S501-3)。この容量からソフトウェアの取得・更新に必要な時間を最悪値で
算出する(S501-4)。必要予想時間から必要バッテリー残量を算出する(S501-5)。S501-2と
S501-5の結果から更新に必要十分なバッテリー残量か判定する(S501-6)。十分で無いとす
れば、対象の端末ソフトウェアの更新処理は行わない。十分と判定されれば、更新処理を
許可し継続する。
【００１４】



(4) JP 4702319 B2 2011.6.15

10

20

30

40

50

　上記で説明したように、本発明を用いると更新を実施開始したが途中で電源が切れたた
めに、再度また更新作業を行わなければならないという事態を避けることが出来る。また
、バッテリー残量の範囲で可能なサイズだけのソフトウェアダウンロードを行うことも可
能である。
【００１５】
　図6は、本発明の一実施例における通信カードと通信カード搭載端末の構成図である。
  図６はバッテリーの残量監視機能が端末側に無い場合の実施例について示したものであ
る。
  また、図7は図6の構成を使用した時のID情報書換手順を説明したものである。
【００１６】
　通信カード内のID情報更新する場合、以下の手順で行うものとする。 
  カード制御ドライバ101が、通信カードのID情報202の更新を指示する(S60-02)。ここで
、カードマイコンは更新指示を受け付ける(S60-03)。カードマイコンはバッテリー残量情
報監視デバイス203からの残量情報データ204を確認し、正常か異常かを検知し、異常あれ
ば、電源異常信号205をカード制御ドライバに送信する。(S60-04, S60-05)。カード制御
ドライバ101は、通信カードから電源異常検出信号205が来ているかいないかを確認する(S
60-08)。通信カードは、端末のバッテリー105から電源供給を受けるが、通信カードの残
量監視デバイス203にて電源容量を監視して、残量情報を通信カードのマイコン201へ通知
する。もし、残量が少なくなれば、電源異常信号205を端末側へ送信する。
【００１７】
　カード制御ドライバ101は、電源異常信号205を受信すれば処理を中止する(S60-06)。継
続の場合は、以下に進む。
  カード制御ドライバ101により、データセンタ3に対し、新ID情報を要求する(S60-08)。
データセンタ3は、新ID情報を送信する(S60-09)。通信カードのマイコン201を経由して、
通信カード内のID情報202が書き換えられる(S60-10)。
  この方式により、ID情報更新中の電源供給停止による中途半端な書換状態となることを
防止して、通信不可能状態となることを防止できる。
【００１８】
　本方式は、通信カードのID情報更新だけでなく、通信カードのファームウェア更新にも
有効である。
  図8は、本発明の一実施例における通信カードと通信カード搭載端末の構成図である。
  ただし、データセンタ主導の自動更新を想定した内容である。
  また、図9は図8の構成を使用した時の、ID情報書換手順を説明したものである。
【００１９】
　通信カード内のID情報更新する場合、以下の手順で行うものとする。 
データセンタ3が、通信カードのID情報202の更新を指示する(S70-02)。ここで、カードマ
イコンは更新指示を受け付ける(S70-03)。カードマイコンはバッテリー残量情報監視デバ
イス203からの残量情報データ204を確認し、正常か異常かを検知し、異常あれば、電源異
常信号206をデータセンタへ送信する。(S70-04, S70-05)。データセンタ3は、通信カード
から電源異常検出信号206が来ているか否かを確認する(S70-06)。異常信号を検出すれば
、処理を終了する(S70-07)。継続の場合は、以下に進む。
カードマイコンは更新制御に対し正常応答をデータセンタ3に返す(S70-08)。データセン
タ3は、新ID情報を送信する(S70-09)。通信カードのマイコン201を経由して、通信カード
内のID情報2-02が書き換えられる(S70-10)。
 この方式により、データセンタ主導の自動更新の様な場合でも、ID情報更新中の電源供
給停止による中途半端な書換状態となることを防止して、通信不可能状態となることを防
止できる。
【００２０】
　本方式は、通信カードのID情報更新だけでなく、通信カードのファームウェア更新にも
有効である。
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【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】カード実装端末および通信カードの構成の一実施例を示す図である。
【図２】通信カードID情報の更新手順を説明する図である。
【図３】カード実装端末および通信カードの構成の一実施例を示す図である。
【図４】通信カードID情報の更新手順を説明する図である。
【図５】ソフトウェア更新継続判断手順を説明する図である。
【図６】端末にバッテリー残量監視機能がない場合のカード実装端末および通信カードの
構成の一実施例を示す図である。
【図７】通信カードID情報の更新手順を説明する図である。
【図８】データセンタ主導のID情報自動更新時の構成を説明する図である。
【図９】通信カードID情報の更新手順を説明する図である。
【図１０】従来の技術を説明する図である。
【符号の説明】
【００２２】
１…カード実装端末、２…通信カード、３…データセンタ、101…カード制御ドライバ、1
02…マイコン、103…データ、104…端末ソフトウェア、105…バッテリー、106…残量監視
デバイス、107…残量情報データ、201…カードマイコン、202…ID情報、203…残量監視デ
バイス、204…残量情報データ、205…電源異常信号、206…電源異常信号、

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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